
 

 

 

20 × 20 

議

長

公

約

 
 

 
 

 
 

織

部

光

男

 
 

一

 

厳

格

な

二

元

代

表

制

の

確

立

。

 
①

議

決

機

関

と

し

て

の

十

分

な

議

論

 

②

行

政

執

行

の

完

全

な

監

視

遂

行

 

③

立

法

機

関

と

し

て

議

会

力

Ｕ

Ｐ

 

① 

に

つ

い

て

 
過

去

六

年

間

を

顧

み

て

十

分

 

な

議

論

を

し

て

議

決

を

し

て

い

る

と

は

言

え

 

 
 

な

い

。

議

会

は

言

論

の

府

で

あ

る

、

議

論

を

 

 
 

見

え

る

化

し

議

決

過

程

を

市

民

に

見

せ

る

。

 

② 

に

つ

い

て

 

議

会

基

本

条

例

九

条

が

反

故

 

に

さ

れ

る

こ

と

の

無

い

様

な

議

会

運

営

を

し

 

 
 

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

 

③ 

に

つ

い

て

 

法

律

が

な

く

市

民

が

問

題

を

 
 

抱

え

苦

し

ん

で

い

る

現

実

が

あ

る

。

例

え

ば

 

ヤ

ン

グ

ケ

ア

ラ

ー

、

自

治

法

１

０

九

条

で

は

 

議

員

提

案

条

例

の

権

利

を

認

め

て

い

る

。

 

 

二

 

開

か

れ

た

議

会

の

実

現

 

① 

本

会

議

場

の

利

用

促

進

を

推

進

 

② 

議

会

と

市

民

と

の

対

話

交

流

を

 



 

 

 

20 × 20 

③ 

議

会

の

公

開

度

を

高

め

る

 

① 

に

つ

い

て

 

か

ね

て

か

ら

提

案

し

て

い

る

 
 

 
 

議

長

候

補

者

は

本

会

議

場

で

公

約

発

表

後

に

 
 

 
 

選

挙

す

べ

き

で

あ

る

。

子

供

議

会

だ

け

で

な

 

 
 

く

中

学

、

高

校

、

社

会

人

等

市

民

の

意

見

を

 

 
 

吸

い

上

げ

る

場

に

す

る

べ

き

で

あ

る

。

 

② 

に

つ

い

て

 

議

会

基

本

条

例

第

六

条

四

項

 
 

 
 

に

基

づ

き

市

民

と

の

意

見

交

換

の

場

を

議

会

 
 

 
 

報

告

会

と

は

別

に

年

二

回

開

催

。

 

③ 

に

つ

い

て

 

常

任

委

員

会

の

ラ

イ

ブ

放

映

 

と

後

日

録

画

放

映

の

実

施

。

議

会

ホ

ー

ム

ペ

 

ー

ジ

の

独

立

と

各

議

員

の

ペ

ー

ジ

の

創

設

。

 

 
 

議

会

へ

の

質

問

コ

ー

ナ

ー

の

設

置

等

で

市

民

 

 
 

の

関

心

を

高

め

実

質

的

で

中

身

の

あ

る

議

論

 

 
 

を

生

む

こ

と

に

な

る

。

 

 

 

三

 

財

政

健

全

化

の

推

進

 

① 

必

然

的

財

政

悪

化

の

現

実

直

視

 

② 

議

員

が

財

政

的

危

機

感

を

認

識

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

① 

に

つ

い

て

 

人

口

減

少

に

よ

る

あ

ら

ゆ

る

 



 

 

 

20 × 20 

 
 

収

入

額

の

減

少

は

既

に

始

ま

っ

て

い

る

。

高

 

齢

化

に

よ

り

支

出

は

扶

助

費

等

今

後

確

実

に

 
増

加

す

る

。

義

務

的

経

費

の

人

件

費

と

公

債

 

費

も

起

債

を

し

て

い

る

限

り

減

る

こ

と

は

な

 

い

。

 

② 

に

つ

い

て

 
基

本

条

例

二

十

一

条

任

期

開

 

始

後

速

や

か

に

研

修

を

行

い

ま

す

。

ま

た

、

 

財

政

出

前

講

座

の

依

頼

を

し

ま

す

。

行

政

の

 

報

告

に

対

し

て

疑

問

を

感

じ

る

事

の

出

来

る

 

議

員

力

ア

ッ

プ

を

目

指

し

ま

す

。

最

後

に

、

 

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

で

す

が

、

議

長

は

中

 

立

公

正

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

会

派

に

属

 

し

た

ま

ま

の

議

長

は

許

さ

れ

な

い

。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

以

上

 
 

      



 

 

 

20 × 20 

   


